
〔１〕都市計画法
（昭和４３．６．１５）最近改正 平成１８．６．４ 法６１号

１．都市計画法の目的（法第１条）

この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関して必要な事

項を定めることにより、都市の健全な発達と秩序ある整備を図り、これをもって国土の均衡のとれた発展と公共の

福祉の増進に寄与することを目的としています。

２．都市計画の基本理念（法第２条）

① 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するこ
と農林漁業との健全な調和を

図りつつ
② ①のため適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ること
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が都市計画に定められます。 

４．都市計画

都市計画とは、都市における多種多様な建築需要を制限し、都市自体が無計画な雑居建築物の乱立集合体となり、

やがては都市機能をも麻痺させることとならないよう、「農林漁業との健全な調和を図りつつ、文化的な都市生活

及び、機能的な都市活動を確保」し、このために「適正な制限のもとに土地の合理的な利用」を図る、総合的な都

市づくりの基本となる計画のことです。

最近では、市町村にも都市計画策定のマスタープランを持たせ、道路、公園、下水道、教育施設等の都市施設や

住宅地、商業地を含め都市環境や都市機能の向上を図ることとなっています。

具体的には、都市計画区域（都市計画法の規制を受ける区域として指定された区域）と都市計画区域外がありま
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す。都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域に区分された区域とこのような区域区分がなされていない区

域があります。市街化区域は、既に市街地を形成しているか、若しくは既ね１０年以内に市街化を計画的に図る地域

で、市街化調整区域は、当分の間、市街化を抑制すべき地域です。都市計画区域外には、準都市計画区域が指定さ

れることがあります。

重要事項説明書補足資料
《〔１〕都市計画法・２／２》


